
さっぽろアスリートサポート事業の交付に関する要綱 

 

（目 的） 

第１条 この要綱は、札幌市スポーツ協会（以下「協会」という。）が札幌のスポーツ活動の充実と

発展に寄与する団体及び個人の活動に対する助成を適正に行うため、さっぽろアスリートサポート

事業の交付について必要な事項を定める。  

 

（助成金の対象者） 

第２条 助成金の交付対象者は、主たる活動拠点が本市であり、事務局若しくは代表者が本市に住所

を有する団体、又は本市に住所を有する個人で別表一から三までの規定によるものとする。 

２ 交付対象者の年齢は毎年四月一日時点での満年齢で判断する。 

 

（助成金の対象事業） 

第３条 助成金の対象事業は、次のとおりとし、事業内容、対象経費、助成金額は別表一から三まで

のとおりとする。 

 (1) 市民スポーツ振興事業（別表一） 

(2) スポーツ大会出場及び強化合宿参加助成事業（別表二） 

  ア  国際の部：道外で開催される国際スポーツ大会及び合宿練習への参加 

   イ 全国の部：道外で開催される全国規模の青少年スポーツ大会及び合宿練習への参加 

(3) 青少年冬季スポーツ振興事業（別表三） 

２ 助成活動の実施期間は、毎年四月一日から翌年三月三一日までとする。ただし、実施期間が年度

をまたがって開催される事業は、開催要項等で示された事業実施最終日の属する年度の事業として

申請を受ける。 

 

（助成金の交付の制限） 

第４条 助成金の交付については、１団体又は１個人につき同一年度において１事業に限るものとす

る。ただし、前条第１項第２号の事業に限り、ア及びイの事業について同一年度において各１回ず

つ助成金の交付を受けることができる。 

２ 団体が助成金を受けた場合で、構成員のうちその者に係る経費が当該助成金の対象となったとき

は、当該構成員は個人として交付を受けたものとみなす。なお、団体が助成金を受ける場合で、個

人として既に助成金の交付を受けた者が構成員として参加するときは、当該構成員に係る経費は、

前項ただし書に該当する場合を除き同一年度においてはこの要綱による助成対象経費としない。 

３ 複数の団体や個人が同一大会のために１団体を結成し参加する場合については、団体とみなす。 

４ 前条第１項第１号及び第２号ア（23歳以上の者に限る）の事業にあっては、助成金の交付を受

けることができるのは、１団体又は１個人につき通算で５回を限度とする。この場合において、団

体の同一性の判定に当たっては、団体の名称にかかわらず活動の内容、所在地及び構成員等から総

合的に判断するものとする。 

５ 公的機関（官公庁、学校、公益法人等）、民間企業、任意団体等から事業の実施について補助を

受けている場合は、助成対象経費からその額を減じた後に、助成金を算定するものとする。ただし、

当該他団体からの補助が要綱等により助成対象経費に充当できないことが定められている場合は、

この限りではない。 



（助成金の端数処理） 

第５条 助成金の交付額に 1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。 

 

（交付申請書等の提出） 

第６条 助成金の交付を受けようとする団体又は個人（以下「申請者」という。）は、申請事業の実

施の１０日前までに、交付申請書（様式１）をその定めるところに従い、札幌市スポーツ協会理事

長（以下「理事長」という。）に提出しなければならない。ただし、申請者の責によらないやむを

得ない理由により上記期日を過ぎた場合については、理事長の判断によりこれを受け付けることが

できる。 

 

（助成金等の決定） 

第７条 前条の規定に基づき、助成金の交付申請書の提出があったときは、交付の可否を理事長が

決定し、様式２又は様式３により申請者に通知するものとする。 

 

（交付申請の取下書の提出） 

第８条 申請者は、助成金の申請を取り下げようとするときは、様式４による交付申請取下書を速や

かに理事長に提出しなければならない。助成金の交付の決定を受けた後においても同様とする。 

 

（助成対象事業内容の変更） 

第９条 第７条第１項の規定により助成金の交付を決定された団体又は個人（以下「助成決定者」と

いう。）は、交付の対象となった事業等の目的及び内容を変更することができない。ただし、理事

長が特に認めたときはこの限りではない。 

 

（実績報告書の報告） 

第 10条 助成決定者は、申請事業実施終了後４週間以内に報告書（様式５）の定めるところに従い

理事長に提出しなければならない。ただし、事業実施終了後４週間が３月３１日を超える場合、別

途定める。 

 

（助成金の額の確定等） 

第 11条 理事長は、前条の報告を受けた場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査

等を行い、その報告に係る助成活動の実施成果が、助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条

件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金の額の確定通知書(様式６)

を助成決定者に送付するものとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第 12条 理事長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第７条第１項の規定によ

る交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 交付の対象となった事業の遂行が困難であると認められた場合 

 (2) 正当な理由がなく第９条又は第 10条の規定に違反した場合 

 (3) 助成金の申請又は対象事業の実施に関して不正又はその他不適当な行為をした場合 

(4) 助成金を申請した対象事業が中止された場合、又は中止に伴い出場できなくなった場合 



(5) 前各号に掲げる場合のほか、理事長が助成金の交付決定を取り消すことが適当であると認め

た場合 

 

（助成金の返還） 

第 13条 理事長は、前条第１項の規定に基づき助成金の交付を取り消した場合において、助成対象

事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに助成金が交付されているときは、期限を定めて、そ

の全部又は一部を返還させるものとする。 

 

（その他） 

第 14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、札幌市スポーツ協会事務局長が別に定める。 

 

＜別表一＞ 

市民スポーツ振興事業実施要項 

１ 対象事業 

  市民が広く継続的にスポーツに親しむことのできる事業 

（既存の継続大会（10年以上）は対象外とする。） 

２ 助成対象者 

原則、構成人数が 10人以上の非営利団体 

３ 助成対象経費 

 (1) 会場費：事業の実施に必要な会場の借上げ及び付帯設備に係る費用 

 (2) 印刷費：参加者を募るためのチラシ、ポスター、パンフレット等の印刷費（※業者に委ねる

場合に限ることとし、コピー用紙、トナー等の購入費は含まない。） 

 (3) スポーツ用具費：事業の実施に必要なスポーツ用具の購入費、リース代、修理費 

４ 助成金額（上限） 

  40,000円（障がい者スポーツ振興に係る事業については 60,000円） 

 

 

＜別表二＞ 

スポーツ大会出場及び強化合宿参加助成事業実施要項 

１ 対象事業 

 次のア、イに掲げる大会及び強化合宿練習への参加。（大会と強化合宿等の組み合わせも可とする） 

ただし、学校部活動として参加する場合を除く。 

 ア 道外で開催される国際スポーツ大会（３か国以上の代表選手又は選手団が出場し、勝敗で順

位を決める大会に限る。）への参加。また、道外で開催される強化合宿、強化練習への参加。 

イ 道外で開催される全国規模の青少年スポーツ大会（公益財団法人日本スポーツ協会、同協会

加盟競技団体又はそれに準ずる全国組織の競技団体が主催等に加わり、道外で開催される全国

規模の大会に限る。）への参加。道外で開催される強化合宿、強化練習への参加。 

 

２ 助成対象者 

構成人数が２人以上の団体及び個人（イの事業については、22歳以下の青少年に限る。）で、大

会出場に際して予選大会や標準記録等で選抜され、本市又は北海道等地域代表又は日本代表選手



として参加するものか、大会主催者、大会主催者傘下競技団体、又はその競技種目に関連する競

技団体等からの推薦を受けたものとする。 

ただし、競技人口が少なく、大会開催地が限られている競技等、特殊な事情が認められる事業

に参加する場合には、大会出場に際して予選大会や標準記録等で選抜されることを要しない。 

３ 助成対象経費 

 (1) 交通費：大会及び強化合宿練習の開催地までの交通費、現地での会場までの交通費、貸切バ

ス代（観光目的のものは含まない） 

 (2) 宿泊費：大会及び強化合宿練習参加に必要な宿泊費。 

４ 助成金額（上限） 

 ア １人当たり 50,000円。ただし、22歳以下の者で、且つ、別紙『さっぽろアスリートサポート

事業競技団体一覧』の団体より推薦を得て大会及び強化合宿練習に参加する場合は１人当たり

100,000円 

団体の場合は最大５人分。 

 イ １人当たり 10,000円。ただし、別紙『さっぽろアスリートサポート事業 競技団体一覧』の

団体より推薦を得て大会及び強化合宿練習に参加する場合は１人当たり 20,000円 

   団体の場合は最大 10人分。 

 

 

＜別表三＞ 

青少年冬季スポーツ振興事業実施要項 

１ 対象事業 

  青少年を対象として、札幌市スポーツ少年団又は青少年を対象とする冬季スポーツ団体（学校

部活動を除く）が実施する普及・育成事業 

２ 助成対象者 

スキー・スケート等の冬季スポーツ種目において、22歳以下の札幌市民 2人以上（監督、コー

チ等を除く。）で構成される団体で、常時指導者が所属し、札幌市の冬季競技連盟・団体又は札幌

市スポーツ少年団からの推薦を受けたものとする。 

３ 助成対象経費 

 (1) 交通費：大会開催地及び強化合宿地までの交通費、現地での会場までの交通費、貸切バス代

（観光目的のものは含まない）、大会参加に必要な荷物の輸送費 

 (2) 宿泊費：大会参加や強化合宿に必要な宿泊費 

 (3) 大会参加費：大会のエントリー費用 

 (4) 会場費：大会又は練習会場の借上費用 

 (5) スポーツ用具費：事業の実施に必要なスポーツ用具の購入費、リース代、修理費 

４ 助成金額（上限） 

  団体の構成員１人当たり 20,000円を上限とし、最大 10人分。 

 

 

   附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 


